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【提出日】令和2年11月10日(2020.11.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ａ）非鎮静性抗ヒスタミン薬、（ｂ）グリチルリチン酸及び／又はその塩、スクラロ
ース、プソイドエフェドリン及び／又はその塩、イブプロフェン、ロキソプロフェン及び
／又はその塩、カフェイン類、ブロモバレリル尿素、アリルイソプロピルアセチル尿素、
及びエテンザミドからなる群より選択される少なくとも１種、及び（ｃ）メントール及び
／又はメントールを含有する精油を含有することを特徴とする錠剤。
【請求項２】
（ａ）非鎮静性抗ヒスタミン薬がフェキソフェナジン及び／又はその塩、ロラタジン、オ
ロパタジン及び／又はその塩、ベポタスチン及び／又はその塩、エピナスチン及び／又は
その塩、エバスチン、セチリジン及び／又はその塩、並びにレボセチリジン及び／又はそ
の塩からなる群より選択される少なくとも１種である、請求項１に記載の錠剤。
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